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○○○自治会規約  

 

第 1 章  総   則  

 

第 １条 （ 目 的）  

本 会は 、以 下 に掲 げ るよ う な 地域 的 な 共同 活 動 を行 う こ とに よ り 、

良 好な 地 域 社会 の 維 持及 び 形 成に 資 す るこ と を 目的 と す る。  

（ １） 福 祉 の増 進 に 関す る 事 項  

（ ２）防犯 ･防 火・そ の 他の 災 害 予 防、道 路・交 通・保 健・衛生 等

生 活環 境 の 整備 ・ 改 善に 関 す る事 項  

（ ３） 自 治 会館 、 そ の他 の 共 同施 設 の 維持 管 理 に関 す る 事項  

（ ４） 体 育 ・文 化 活 動等 、 教 育環 境 の 向上 に 関 する 事 項  

（ ５ ） 周 辺 地 区 居 住 者 、 隣 接 自 治 会 と の 協 調 お よ び 所 轄 官 公 署と

の 行政 連 絡 並び に 会 員へ の 各 種伝 達 に 関す る 事 項  

（ ６） そ の 他本 会 の 目的 達 成 に必 要 な 事項  

第 ２条 （ 名 称）  

  本 会 は       自 治 会と 称 す る。  

第 ３条 （ 区 域）  

本 会の 区 域 は 、流 山 市     丁目    番 地 及 び     番 地

（ 以下  区 域と 称 す ）を 対 象 とす る 。  

第 ４条 （ 運 営の 基 本 ）  

  本 会 の 円 滑な 運 営を 図 る た め本 区 域を 別 に 示 す班 別 に区 割 り する 。 

自 治会 を 班 割り し な い場 合 は 、本 条 項 は不 要 で す。  

第 ５条 （ 事 務所 ）  

本 会 の 事 務 所 は 、 流 山 市     丁 目     番 地   の     

自 治会 館 に 置く 。  

「 事務 所 を 会長 宅 に 置く 。」 と する こ とも 可 能 です 。  

 

 

 



第 ２ 章  会   員  

第 ６条 （ 会 員）  

第 ３条 に 定 め る区 域 に居 住 す る 者は 会 員と な る こ とが で きる 。 但

し 、第 ３ 条 に 定め る 区域 に 住 所 を有 す る法 人 組 合 員等 の 団体 を 賛 助

会 員と す る こと を 妨 げな い 。  

第 ７条 （ 会 費）  

  会 員 は 、総会 に おい て 別 に定 め る 会費 を 納 入し な け れば な ら ない 。 

直 接、 会 費 等を 規 約 内に 定 め るこ と も 可能 で す 。  

例 会費 は 、 会員 １ 世 帯に つ き 、月 額    円 を 徴収 す る 。  

第 ８条 （ 入 会）  

本 会に 入 会 し よう と する 者 は 、 本会 所 定の 入 会 申 込書 を 会長 に 提

出 しな け れ ばな ら な い。  

２  前 項 の 入 会申 し 込み が あ っ た場 合 は、 正 当 な 理由 な くこ れ ら を拒

ん では な ら ない 。  

第 ９条 （ 退 会等 ）  

  会 員 が 次の 各 号 に該 当 す る場 合 に は退 会 し たも の と する 。  

（ １） 第 ３ 条に 定 め る区 域 内 に住 所 を 有し な く なっ た 場 合。  

（ ２） 本 人 より 所 定 の退 会 届 が会 長 に 提出 さ れ た場 合 。  

（ ３） 会 員 が死 亡 又 は失 踪 宣 告し た と きは そ の 資格 を 喪 失す る 。  

２  退 会 し た 会員 は 、納 入 し た 会費 そ の他 の 拠 出 金品 の 払い 戻 し を受

け るこ と が でき な い 。  

払 い戻 し に つい て は、退 会 時 にど う す るの か（ 半額 返 金 にす る の か等 ）

予 め明 記 し てお く こ とが 望 ま しい で し ょう 。  

 

第 ３ 章  役   員  

役 員に つ い ては 、規 約の 中 で 、そ の 設 置や 人 数 、役 割 な どを 記 し てお

く こ と が 望 ま し い で し ょ う 。（ 会 の 規 模 等 の 必 要 に 応 じ て 部 長 や 班 長

等 を設 置 さ れる 場 合 も、 規 約 の中 で 明 らか に し てお く 等 ）  

第 １０ 条 （ 役員 の 種 別）  

  本 会 に 次の 役 員 を置 く 。  

（ １） 会 長        １ 名  



（ ２） 副 会 長       ○ 名  

（ ３） 会 計 担当 役 員    ○ 名  

（ ４） 環 境 衛生 担 当 役員  ○ 名  

（ ５） 監 事        ○ 名  

    （ 前 年 度役 員 、う ち １ 名は 会 計 担当 役 員 ）  

（ ６） 専 門 委員     若 干 名  

第 １１ 条 （ 役員 の 選 出）  

会 長、 副 会 長 、会 計 担当 、 環 境 衛生 担 当役 員 、 監 事は 総 会に お い

て 選出 す る 。  

２  専 門 委 員は 、 必 要に 応 じ 会長 が 指 名し 役 員 会で 承 認 する 。  

３  班 長 は 、班 員 の 互選 に よ り選 出 す る。 班 割 する 場 合 。  

４  監 事 と 会 長、 副 会長 及 び そ の他 の 役員 は 相 互 に兼 ね る事 は で きな

い 。  

第 １２ 条 （ 役員 の 職 務）  

  会 長 は 、本 会 を 代表 し 、 会務 を 総 括す る 。  

２  副 会 長 は 、会 長 を補 佐 し 、 会長 に 事故 あ る 時 又は 、 会長 が 欠 けた

と きは 、 会 長 があ ら かじ め 指 名 した 順 序に よ っ て 、そ の 職務 を 代 行

す る。  

３  会 計 担 当役 員 は 出納 管 理 業務 を 行 う。  

４  環 境 衛 生担 当 役 員は 環 境 美化 、 環 境衛 生 業 務を 行 う 。  

５  監 事 は 次に 掲 げ る業 務 を 行う 。  

（ １） 本 会 の会 計 及 び資 産 の 状況 を 監 査す る こ と  

（ ２ ） 会 長 、 副 会 長 及 び そ の 他 の 役 員 の 業 務 執 行 状 況 を 監 査 する

こ と  

（ ３ ） 会 計 及 び 資 産 の 状 況 又 は 業 務 執 行 に つ い て 、 不 正 の 事 実を

発 見し た と きは 、 こ れを 総 会 に報 告 す るこ と  

（ ４ ） 前 号 の 報 告 を す る た め 、 必 要 が 有 る と 認 め る と き は 、 総会

の 招集 を 請 求す る こ と  

６  専 門 委 員は 役 員 会の 決 定 によ り 会 務の 特 定 部門 を 担 う。  

７  班 長 は 班内 の 情 報伝 達 を 行う と と もに 、 会 務を 分 担 する 。  

第 １３ 条 （ 役員 の 任 期）  



役 員の 任 期 は ○年 と し再 任 を 妨 げな い 。尚 、 班 長 にあ っ ては ○ ○

と する 。 下 線部 は 班 割す る 場 合。  

２  補 欠 に より 選 任 され た 役 員の 任 期 は、 前 任 者の 残 任 期間 と す る。  

３  役 員 は 辞 任又 は 期間 満 了 の 後に お いて も 、 後 任者 が 就任 す る まで

は 、そ の 職 務を 行 わ なけ れ ば なら な い 。  

 

第 ４ 章  総   会  

総 会は 、自 治会 に お ける 最 高 の意 思 決 定機 関 と して 、そ の構 成 や 表決

権 の設 定 、及 び 成 立 の要 件 や 出席 者 、議 決数 、委 任 状 の 取り 扱 い など

に つい て 、会員 間 に 疑問 が 生 じな い よ う、規 約 で明 確 に 定め て お くこ

と が望 ま し いで し ょ う。  

第 １４ 条 （ 総会 の 構 成）  

  総 会 は 本会 の 会 員を も っ て構 成 す る。  

第 １５ 条 （ 総会 の 機 能）  

総 会は 、 こ の 規約 に 定め る も の のほ か 、本 会 の 運 営に 関 する 重 要

な 事項 を 議 決す る 。  

第 １６ 条 （ 総会 の 種 別）  

  総 会 は 、定 期 総 会及 び 臨 時総 会 と する 。  

２  定 期 総 会は 、毎 年度 決 算 終了 後 ○ 箇月 以 内 に開 催 す る。 例 ３ 箇月  

３  臨 時 総 会は 、 次 の各 号 に 該当 す る 場合 に 開 催す る 。  

（ １） 会 長 が必 要 と 認め た と き。  

（ ２） 総 会 員 の○ 分 の○ 以 上 か ら、 会 議の 目 的 た る事 項 を示 し て

請 求が あ っ たと き 。 例５ 分 の １  

（ ３） １ ２ 条 第５ 項 第４ 号 の 規 定に よ り監 事 か ら 開催 の 請求 が あ

っ たと き 。  

第 １７ 条 （ 総会 の 招 集）  

  総 会 は 、会 長 が 招集 す る 。  

２  総 会 を 招 集す る とき は 、 会 議の 目 的で あ る 事 項及 び その 内 容 並び

に 日時 及 び 場 所を 示 して 、 開 会 の日 の ○○ 日 前 ま でに 文 書を も っ て

通 知し な け れば な ら ない 。  

３  会 長 は 、 前条 第 ３項 第 ２ 号 及び 第 ３号 の 規 定 によ る 請求 が あ った



と きは 、 そ の 請求 が あっ た 日 か ら○ ○ 日以 内 に 臨 時総 会 を招 集 し な

け れば な ら ない 。  

第 １８ 条 （ 総会 の 議 長）  

  総 会 の 議長 は 、そ の総 会 に おい て 出席 し た 会員 の 中 から 選 出 する 。 

第 １９ 条 （ 総会 の 定 足数 ）  

総 会は 、 会 員 の○ 分 の○ 以 上 の 出席 が なけ れ ば 開 催す る こと が で

き ない 。 例 ２分 の １  

第 ２０ 条 （ 総会 の 議 決）  

総 会の 議 事 は 、こ の 会則 に 定 め るも の のほ か 、 出 席し た 会員 の 過

半 数を も っ て決 し 、可否 同 数 の とき は 、議長 の 決 する と ころ に よ る。  

第 ２１ 条 （ 総会 の 書 面表 決 等 ）  

止 むを 得 な い 理由 の ため 、 総 会 に出 席 でき な い 会 員は 、 あら か じ

め 通知 さ れ た 事項 に つい て 書 面 をも っ て表 決 し 、 又は 他 の会 員 を 代

理 人と し て 表決 を 委 任す る こ とが で き る。  

２  前 項 の 場 合に お ける 第 １ ９ 条及 び 第２ ０ 条 の 規定 の 運用 に つ いて

は 、そ の 会 員は 出 席 した も の とみ な す 。  

第 ２２ 条 （ 総会 の 議 事録 ）  

総 会の 議 事 に つい て は、 次 の 事 項を 記 載し た 議 事 録を 作 成し な け

れ ばな ら な い。  

（ １） 日 時 及び 場 所  

（ ２ ） 会員 の 現 在 数 及 び 出席 者 数 （ 書 面 表 決者 及 び 表 決 委 任 者を

含 む）  

（ ３） 開 催 目的 、 審 議事 項 及 び議 決 事 項  

（ ４） 議 事 の経 過 概 要及 び そ の結 果  

（ ５） 議 事 録署 名 人 の選 任 に 関す る 事 項  

２  議 事 録 に は、 議 長及 び そ の 会議 に おい て 選 任 され た 議事 録 署 名人

○ 人以 上 が 署名 、 押 印し な け れば な ら ない 。 例 ２名  

 

第 ５ 章  役  員  会  

第 ２３ 条 （ 役員 会 の 構成 ）  

役 員会 は 監 事 、専 門 委員 を 除 く 役員 を もっ て 構 成 する 。 但し 議 案



に 専門 委 員 が 担う 会 務特 定 事 項 のあ る とき は 、 専 門委 員 はそ の 役 員

会 の構 成 員 とな る 。  

な お、 専 門 委員 は 議 決権 を 持 たな い 。  

第 ２４ 条 （ 役員 会 の 機能 ）  

  役 員 会 は 、こ の 会則 で 別 に定 め る もの の 他 、次の 事 項を 議 決 する 。  

（ １） 総 会 に付 議 す べき 事 項  

（ ２） 総 会 の議 決 し た事 項 の 執行 に 関 する 事 項  

（ ３） そ の 他総 会 の 議決 を 要 しな い 会 務の 執 行 に関 す る 事項 。  

第 ２５ 条 （ 役員 会 の 招集 ）  

  役 員 会 は、 会 長 が必 要 と 認め た と き招 集 す る。  

２  会 長 は 、 役員 の ○分 の ○ 以 上か ら 会議 の 目 的 であ る 事項 を 記 載し

た 書面 を も っ て招 集 の請 求 が あ った と きは 、 そ の 請求 が あっ た 日 か

ら ○○ 日 以 内に 役 員 会を 招 集 しな け れ ばな ら な い。 例 ２ 分の １  

３  役 員 会 を 招集 す ると き は 、 会議 日 時、 場 所 、 目的 及 び審 議 事 項を

記 載し た 書 面 をも っ て、 少 な く ても ○ ○日 前 ま で に通 知 しな け れ ば

な らな い 。  

第 ２６ 条 （ 役員 会 の 議長 ）  

  役 員 会 の議 長 は 、会 長 が これ に あ たる 。  

第 ２７ 条 （ 役員 会 の 定足 数 等 ）  

役 員会 に は 、 第１ ９ 条、 第 ２ ０ 条、 第 ２１ 条 及 び 第２ ２ 条の 規 定

を 準用 す る 。  

こ の場 合 に おい て 、こ れ らの 規 定 中「総 会」と あ るの は「 役 員会 」

と 「会 員 」 とあ る の は「 役 員 」と 読 み 替え る も のと す る 。  

 

第 ６ 章  資 産 及 び 会 計  

第 ２８ 条 （ 資産 の 構 成）  

  本 会 の 資産 は 、 次の 各 号 に掲 げ る もの を も って 構 成 する 。  

（ １） 別 に 定め る 財 産目 録 記 載の 資 産  

（ ２） 会 費  

（ ３） 活 動 に伴 う 収 入  

（ ４） 資 産 から 生 ず る利 子 等  



（ ５） そ の 他の 収 入  

第 ２９ 条 （ 資産 の 管 理）  

本 会の 資 産 は 、会 長 が管 理 し 、 その 方 法は 役 員 会 の議 決 によ り こ

れ を定 め る 。  

第 ３０ 条 （ 資産 の 処 分）  

本 会の 資 産 で 第２ ８ 条第 １ 項 第 １号 に 掲げ る も の のう ち 別に 総 会

に おい て 定 め るも の を処 分 し 、 又は 担 保に 供 す る 場合 に は、 総 会 に

お いて 議 決 を要 す る 。   

第 ３１ 条 （ 経費 の 支 弁）  

  本 会 の 経費 は 、 資産 を も って 支 弁 する 。  

第 ３２ 条 （ 事業 計 画 及び 予 算 ）  

本 会の 事 業 計 画及 び 予算 は 、 会 長が 毎 会計 年 度 開 始前 に 、役 員 会

の 承認 を 得 て作 成 す る。  

作 成し た 事 業 計画 及 び予 算 は 、 総会 の 議決 を 経 て 定め な けれ ば な

ら ない 。  

２  前 項 の 規 定に か かわ ら ず 、 年度 開 始後 に 予 算 が総 会 にお い て 議決

さ れて い な い 場合 に は、 会 長 は 、総 会 にお い て 予 算が 議 決さ れ る 日

ま での 間 は 、前年 度 予算 を 基 準と し て 収入 支 出 をす る こ とが で き る 。 

第 ３３ 条 （ 事業 報 告 及び 決 算 ）  

本 会の 事 業 報 告及 び 決算 は 、 会 長が 事 業報 告 書 、 収支 決 算書 、 財

産 目録 等 と し て作 成 し、 監 事 の 監査 を 受け 、 毎 会 計年 度 終了 後 ○ 箇

月 以内 に 総 会の 承 認 を受 け な けれ ば な らな い 。 例３ 箇 月  

第 ３４ 条 （ 会計 年 度 ）  

本 会 の 会計 年 度 は 、 毎 年 ○月 ○ 日 に 始 ま り 、翌 年 ○ 月 ○ ○ 日 に終

了 する 。  

 

第 ７ 章  雑   則  

第 ３５ 条 （ 個人 情 報 保護 の 取 扱い ）  

本 会が 自 治 会 活動 を 推進 す る た めに 必 要と す る 個 人情 報 の取 得 、

利 用、提供 及 び 管 理 につ い て は 、「 個 人情 報 取 扱方 法 」に 定 め、適 正

に 運用 す る もの と す る。  



平 成２ ９ 年 ５月 か ら 改正 個 人 情報 保 護 法が 施 行 され ま し た 。会員 名 簿

を 作成 す る など 個 人 情報 を 取 扱う 自 治 会に つ い ても 法 が 適用 さ れ 、適

切 な運 用 が 求め ら れ ます 。運 用 のた め のル ー ル を明 確 化 する た め 、規

約 に 盛込 む こ と も 方 法の １ つ です 。  

第 ３６ 条 （ 保守 管 理 ）  

自 治会 館（ 集 会 所 ）、そ の他 の 共 有 施 設の 維 持 管理 、利 用等 に つい

て は、 別 に 定め る と ころ に よ るも の と する 。  

第 ３７ 条 （ 備え 付 け 帳簿 及 び 書類 ）  

本 会の 事 務 所 には 、 規約 、 会 員 名簿 、 認可 及 び 登 記等 に 関す る 書

類 、総 会 及 び 役員 会 の議 事 録 、 収支 に 関す る 帳 簿 、財 産 目録 等 資 産

の 状況 を 示 す 書類 そ の他 必 要 な 帳簿 及 び書 類 を 備 えて お かな け れ ば

な らな い 。  

第 ３８ 条 （ 委任 ）  

こ の規 約 の 施 行に 関 し必 要 な 事 項は 、 総会 の 議 決 を経 て 、○ ○ が

別 に定 め る 。  

施 行上 の 細 則を 定 め る者 は 、会長 で も 役員 会 等 でも よ い ので す が 、必

ず 委任 す る こと に つ いて 総 会 の議 決 を 経る 必 要 があ り ま す（ 個 別事 項

の 委任 ご と に議 決 を 経る 必 要 はあ り ま せん ）。  

例 ．「 弔 慰 金 規定 」「 旅費 規 定 」な ど  

附 則  

こ の規 約 は 、令 和 ○ ○年 ○ 月 ○日 か ら 施行 す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○ ○○ 自 治 会個 人 情 報取 扱 方 法  

（ 令和 ○ ○ 年○ 月 総 会議 決 ）  

（ 目的 ）  

第 １条  こ の 取扱 方 法は 、 個 人 情報 が 慎重 に 取 扱 われ る べき も の であ

る こと に 基 づ き、 本 会が 保 有 す る個 人 情報 の 適 正 な取 扱 いに 関 す る

事 項を 定 め る こと に よっ て 、 事 業の 円 滑な 運 営 を 図り 、 個人 の 権 利

利 益を 保 護 する こ と を目 的 と する 。  

（ 責務 ）  

第 ２条  本 会 は個 人 情報 保 護 に 関す る 法令 等 を 遵 守す る とと も に 、自

治 会活 動 に おい て 個 人情 報 の 保護 に 努 める も の とす る 。  

（ 周知 ）  

第 ３条  本 会は 、こ の個 人 情 報取 扱 方 法を 、総 会 資料 又 は回 覧 に より 、

少 なく と も 毎年 1 回 は会 員 に 周知 す る もの と す る。  

（ 個人 情 報 の取 得 ）  

第 ４条  本 会は 、会 長が「 自治 会 加 入 届」「 家 族（ 世 帯）カ ー ド」な ど

を 、会 員 又 は 会員 に なろ う と す るも の から 受 理 す るこ と によ り 、 個

人 情報 を 取 得す る も のと す る 。  

２  本 会 が 会員 か ら 取得 す る 個人 情 報 は、氏 名（ 家 族、同 居人 を 含 む ）、

生 年月 日 、 性 別、 住 所、 電 話 番 号、 援 護の 要 否 、 緊急 連 絡先 、 そ の

他  連 絡 事 項な ど で 会員 が 同 意す る 事 項と す る 。  

（ 利用 ）  

第 ５条  本 会 が保 有 する 個 人 情 報は 、 次の 目 的 に 沿っ た 利用 を 行 うも

の とす る 。  

（ １） 会 費 請求 、 管 理、 そ の 他文 書 の 送付 な ど  

（ ２） 自 治 会員 名 簿 の作 成 お よび 地 図 の作 成  

（ ３） 入 学 祝、 敬 老 祝等 の 対 象者 の 把 握  

（ ４） 災 害 時に お け る要 援 護 者の 支 援 活動  

（ 管理 ）  

第 ６条  個 人 情報 は 会長 又 は 会 長が 指 定す る 役 員 が保 管 する も の とし 、

適 正に 管 理 する 。  

２  不 要 と な った 個 人情 報 は 会 長立 会 いの も と で 、適 正 かつ 速 や かに



廃 棄す る も のと す る 。  

（ 提供 先 ）  

第 ７条  個 人 情報 は 次に 掲 げ る 場合 を 除き 、 あ ら かじ め 本人 の 同 意を

得 ない で 第 三者 に 提 供し な い 。  

（ １） 法 令 に基 づ く 場合  

（ ２） 人 の 生 命、 身 体又 は 財 産 の保 護 のた め に 必 要な 場 合で 、 本 人の

同 意を 得 る こと が 困 難な と き 。  

（ ３ ）公 衆 衛 生の 向 上又 は 児 童の 健 全 育成 の 推 進に 必 要 があ る 場 合で 、

本 人の 同 意 を得 る こ とが 困 難 なと き 。  

（ ４） 国 の 機 関も し くは 地 方 公 共団 体 又は そ の 委 託を 受 けた 者 が 法令

の 定め る 事 務 を遂 行 する こ と に 対し て 協力 す る 必 要が あ る場 合 で 、

本 人の 同 意 を 得る こ とで 当 該 事 務の 遂 行に 支 障 を 及ぼ す 恐れ が あ る

と き。  

（ ５） 個 人 情 報の う ち役 員 に 関 する も のに つ い て は、 自 治体 、 自 治会

連 合会 、 こ れ らに 準 じる 公 共 目 的の 団 体・ 学 校 が 、自 治 会に 関 わ る

事  務 を 遂 行す る こ とに 対 し 、協 力 す る必 要 が ある 場 合  


